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提案理由 

 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関

する法律（昭和３７年法律第１４４号。改正前の題名は、外国人等の国

際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する

法律）の一部改正に伴い、所得割の課税の特例について必要となる規定

を追加するため提案するものである。



   おいらせ町町税条例の一部を改正する条例 

おいらせ町町税条例（平成１８年おいらせ町条例第５２号）の一部を

次のように改正する。 

附則第２０条の５を附則第２０条の６とし、附則第２０条の４第１項

中「同法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同条第２項第１号中「附

則第２０条の４第１項」を「附則第２０条の５第１項」に改め、同項第

２号中「、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附則第７条の

３の２第１項」を「並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第

７条の３の２第１項」に、「附則第２０条の４第１項」を「附則第２０条

の５第１項」に改め、同項第３号中「附則第２０条の４第１項」を「附

則第２０条の５第１項」に、「租税条約等実施特例法」を「租税条約等の

実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭

和４４年法律第４６号）」に、「特定給付補てん金等に係る雑所得等の金

額」を「特定給付補填金等に係る雑所得等の金額」に改め、同項第４号

中「附則第２０条の４第１項」を「附則第２０条の５第１項」に改め、

同条第３項中「第３３条及び」を「同条及び」に、「同法」を「租税条約

等実施特例法」に改め、「１００分の５の税率」の次に「から限度税率を

控除して得た率に５分の３を乗じて得た率（当該納税義務者が租税条約

等実施特例法第３条の２の２第３項の規定の適用を受ける場合には、 

１００分の３の税率）」を加え、同条第５項第１号中「附則第２０条の４

第３項」を「附則第２０条の５第３項後段」に改め、同項第２号中「、

附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１

項」を「並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の

２第１項」に、「附則第２０条の４第３項」を「附則第２０条の５第３項

後段」に改め、「、第３４条の９第１項中「第３３条第４項」とあるのは

「附則第２０条の４第４項」と」を削り、同項第３号中「附則第２０条

の４第３項」を「附則第２０条の５第３項後段」に、「租税条約等実施特

例法」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の



特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号）」に、「又は配当所得」

を「若しくは配当所得」に改め、同項第４号中「附則第２０条の４第３

項」を「附則第２０条の５第３項後段」に改め、同条第６項中「附則第

２０条の４第３項」を「附則第２０条の５第３項前段」に改め、同条を

附則第２０条の５とし、附則第２０条の３の次に次の１条を加える。 

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の町民税の課税の特

例） 

第２０条の４ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等の

所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和

３７年法律第１４４号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。）

第８条第２項に規定する特例適用利子等、外国居住者等所得相互免除

法第１２条第５項に規定する特例適用利子等又は外国居住者等所得相

互免除法第１６条第２項に規定する特例適用利子等については、第 

３３条及び第３４条の３の規定にかかわらず、他の所得と区分し、そ

の前年中の外国居住者等所得相互免除法第８条第２項（外国居住者等

所得相互免除法第１２条第５項及び第１６条第２項において準用する

場合を含む。）に規定する特例適用利子等の額（以下この項において「特

例適用利子等の額」という。）に対し、特例適用利子等の額（次項第１

号の規定により読み替えられた第３４条の２の規定の適用がある場合

には、その適用後の金額）に１００分の３の税率を乗じて計算した金

額に相当する町民税の所得割を課する。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(1) 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」と

あるのは、「総所得金額、附則第２０条の４第１項に規定する特例適

用利子等の額」とする。 

(2) 第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９第１項並びに

附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項の

規定の適用については、第３４条の６中「所得割の額」とあるのは



「所得割の額及び附則第２０条の４第１項の規定による町民税の所

得割の額」と、第３４条の７第１項前段、第３４条の８、第３４条

の９第１項並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条

の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第２０条の４第１項の規定による町民税の所得割の額」と、第 

３４条の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第２０条の４第１項の規定による町民税の所得割の額の合計

額」とする。 

(3) 第３５条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第２０条の４第１項に

規定する特例適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とある

のは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する

相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律

第１４４号）第７条第１０項（同法第１１条第８項及び第１５条第

１４項において準用する場合を含む。）に規定する特定対象利子に係

る利子所得の金額、同法第７条第１２項（同法第１１条第９項及び

第１５条第１５項において準用する場合を含む。）に規定する特定対

象収益分配に係る配当所得の金額、同法第７条第１６項（同法第 

１１条第１１項及び第１５条第１７項において準用する場合を含

む。）に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同

法第７条第１８項（同法第１１条第１２項及び第１５条第１８項に

おいて準用する場合を含む。）に規定する特定対象給付補填金等に係

る雑所得等の金額」とする。 

(4) 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金

額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第２０条の４第１項に規

定する特例適用利子等の額」と、同条第２項中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額並びに附則第２０条の４第１項の規定による町

民税の所得割の額」とする。 



３ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除

法第８条第４項に規定する特例適用配当等、外国居住者等所得相互免

除法第１２条第６項に規定する特例適用配当等又は外国居住者等所得

相互免除法第１６条第３項に規定する特例適用配当等（次項において

「特例適用配当等」という。）については、第３３条第３項及び第４項

の規定は適用しない。この場合において、当該特例適用配当等につい

ては、同条及び第３４条の３の規定にかかわらず、他の所得と区分し、

その前年中の外国居住者等所得相互免除法第８条第４項（外国居住者

等所得相互免除法第１２条第６項及び第１６条第３項において準用す

る場合を含む。）に規定する特例適用配当等の額（以下この項において

「特例適用配当等の額」という。）に対し、特例適用配当等の額（第５

項第１号の規定により読み替えられた第３４条の２の規定の適用があ

る場合には、その適用後の金額）に１００分の３の税率を乗じて計算

した金額に相当する町民税の所得割を課する。 

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の

４月１日の属する年度分の第３６条の２第１項の規定による申告書

（その提出期限までに提出されたもの及びその提出期限後において町

民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものに限り、その

時までに提出された第３６条の３第１項に規定する確定申告書を含

む。）に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき

（これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由が

あると町長が認めるときを含む。）に限り、適用する。 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(1) 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」と

あるのは、「総所得金額、附則第２０条の４第３項後段に規定する特

例適用配当等の額」とする。 

(2) 第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９第１項並びに

附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項の



規定の適用については、第３４条の６中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額及び附則第２０条の４第３項後段の規定による町民税

の所得割の額」と、第３４条の７第１項前段、第３４条の８、第 

３４条の９第１項並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び

第７条の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並

びに附則第２０条の４第３項後段の規定による町民税の所得割の

額」と、第３４条の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第２０条の４第３項後段の規定による町民税の所

得割の額の合計額」とする。 

(3) 第３５条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第２０条の４第３項後

段に規定する特例適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対

する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年

法律第１４４号）第７条第１４項（同法第１１条第１０項及び第 

１５条第１６項において準用する場合を含む。）に規定する申告不要

特定対象配当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」と

する。 

(4) 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金

額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第２０条の４第３項後段

に規定する特例適用配当等の額」と、同条第２項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第２０条の４第３項後段の規定

による町民税の所得割の額」とする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２９年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後のおいらせ町町税条例附則第２０条の４の規



定は、平成２９年１月１日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所

得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和 

３７年法律第１４４号）第８条第２項に規定する特例適用利子等、同

法第１２条第５項に規定する特例適用利子等若しくは同法第１６条第

２項に規定する特例適用利子等又は同法第８条第４項に規定する特例

適用配当等、同法第１２条第６項に規定する特例適用配当等若しくは

同法第１６条第３項に規定する特例適用配当等に係る個人の町民税に

ついて適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


